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質問がある場合には、令和８年２月２５日（水）午後５時までに、この用紙に質問内容を記載し、担当部署に来庁して提出するか、または、電子メールにて送信してください。
なお、電子メールにて送信した場合、質問書を送付した旨を、速やかに電話にてお知らせください。
（質問事項に関する問い合わせ先）
川崎市教育委員会事務局生涯学習部文化財課　　　担当　榊
電話　０４４－２００－０４０３　　　　E-mail　88bunka@city.kawasaki.jp
